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「合併等による実質的存続性の喪失に係る猶予期間入りが見込まれる銘柄からの解除」 

に関するお知らせ 

 

平成 25年 11月 22日付で当社株式は、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」と

いう。）から「実質的存続性に関する審査（実質的存続性の喪失）について」の公表がされてお

りましたが、本日付で「合併等による実質的存続性の喪失に係る猶予期間入りが見込まれる銘柄」

から解除されましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

１．これまでの経緯 

 当社は、平成 25年 11月 22日、東京証券取引所から、同日開示いたしました「エース証券株

式会社と丸八証券株式会社との共同持株会社設立（株式移転）による経営統合に関するお知らせ」

について、「上場会社が実質的な存続会社でないと取引所が認める場合」に該当するため、「実質

的存続性に関する審査（実質的存続性の喪失）」の公表がされておりました。 

今般、当社は、平成 29年５月 31日開催の取締役会において、平成 25年 11月 22日付でエー

ス証券株式会社との間で締結された「株式移転に関する基本合意書」を解除することを決議し、

開示いたしましたことにより、「合併等による実質的存続性の喪失に係る猶予期間入りが見込ま

れる銘柄」から解除されることとなりました。 

 

２．今後について 

当社株式は、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）市場において、以前と変わらず 

上場が今後も継続されることとなります。 

 本日開示いたしました「エース証券株式会社と丸八証券株式会社との間の「株式移転に関する

基本合意書」解除に関するお知らせ」のとおり、当社とエース証券株式会社は「株式移転に関す

る基本合意書」を解除いたしましたが、両社が包括的業務提携のもと強固な資本関係を構築し、

一体となって昨今の業界再編の流れや環境の変化に対して機動的かつ安定的に対応してきたこ

とは今後も変わらず、両社のシナジー効果をさらに発揮できるように努めてまいります。 

 

以 上 


